
 

 

第66回 労働問題を予防するセミナー 

問題社員対応の実務 ZOOMセミナー 
面接・採用・退職・解雇…労働紛争が激増しています！ 

労基法や行政・裁判所は「労働者保護」が前提です。 

会社や経営者を守る立場ではありません。 

会社を守るためには会社の弱点を把握することが大事です。 

実例や裁判例に基づき就業規則や各書式の作成方法を解説します。 

労働問題は予防が大事です！ 

裏
面
も
ご
覧
く
だ
さ
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● ＺＯＯＭでライブ配信視聴するセミナーです。  

□6月15日（水）13：30～15：00 ライブ配信 

□6月17日（金）13：30～15：00 ライブ配信 

□6月22日（水）13：30～15：00 ライブ配信 

□6月24日（金）13：30～15：00 ライブ配信 
※おすすめ ： 社長＋実務担当者と一緒に参加されることをお勧めします。 

       ☆一般社員のみの参加はお断り致します。 

※社内研修や労働問題の予防に活かしてください。 

※参 加 費 ： 1社 1万円（税込）  ☆日本労務センター会員：無料 

参加日 ６月  日に参加します。 “招待状”をメールで送ります。 

●メールアドレス           

御社名   TEL FAX 

御氏名                役職                         

● 問題社員の対処法 

１－１  労働紛争の現状   

１－２  問題社員の類型  

１－３  問題社員は自己認識力が低い 

１－４  懲罰委員会の開催が有効 

１－５  解雇はダメ！会社が負ける！   

１－６  無断欠勤、逮捕、横領への対応方法 

１－７  退職代行サービスへの対応 

１－８  退職の意思表示と真の退職理由の把握 

 

 

 

 

● 面接と採用の注意点 

２－１  採用・不採用は企業の自由です   

２－２  真実告知義務ってなに？  

２－３  面接時に確認するべき４つのポイント 

２－４  面接時にみつけたウソ・不正 

２－５  試用期間の上手な活用法  

２－６  失敗しない採用の仕組みをつくろう  

２－７  前職確認同意書の有効活用方法 
 

● 就業規則が会社を守る！ 

３－１  知っていますか？就業規則の本当の目的  

３－２  会社都合で作成するのがベストです  

３－３  就業規則 危険度チェック  

FAX 0765-33-5150 
申込締切 

６月１０日まで 

お問い合わせ 

TEL：0765-33-5151 

黒部市荻生5297番地 

＊当社ホームページからも申込できます。    特定社会保険労務士    

テーマ：問題社員の対応方法 

社長の右腕セミナー申込ＱＲコード    



 

 

 モーニングセミナー3つの特長 
1. ワンポイント15分の短時間セミナーです。 

2. パソコン・タブレット・スマートフォンで視聴できます。 

3. 会社でも自宅でも外出先でも視聴できます。 

      【労働問題を予防するセミナー】 

モーニングセミナー会員登録 申込書 
御社名  TEL  
所在地  FAX  
御担当者                              役職    

メールアドレス  

FAX 0765-33-5150 申込締切 

６月１０日まで 

お問い合わせ 

TEL：0765-33-5151 

黒部市荻生5297番地 

＊当社ホームページからも申込できます。    
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モーニングセミナーの内容 
労働紛争を予防するための会社を守るアドバイスです。 

1. 面接・採用・解雇・パワハラ・同一労働 同一賃金・長時間労働・未払い残業代…。 

2. 労働環境は目まぐるしく変化し、労働紛争が激増しています！ 

3. 労基法や役所・裁判所は「労働者保護」が前提です。 

会社や経営者を守ってはくれません。 

4. 会社を守るためには会社の弱点を把握し 予防することが大事です。 

5. 法改正対応や実例、裁判例に基づき、会社を守るための方法をアドバイスします。 

6. 年金事務所や労働基準監督の調査対応などの解説もします。 

7. 労働問題は予防が大事です！ 転ばぬ先の杖 後悔先に立たず 

モーニングセミナー会員について 
1. 参加費： 

2. 時間：9：15～9：30   

3. 方法：Zoomセミナー パソコン・タブレット・スマートフォンで視聴てきます。 

4. 対象：社長＋実務担当者と一緒に視聴されることをお勧めします。 

5. 当日質問：大歓迎です。＊参加者の顔・声は公開されませんのでご安心ください。 

6. 資料の配布はありません。 

7. 会員登録するとモーニングセミナーの“招待状”をメールで送信します。 
8. 月2回を基本として開催する予定です セミナー内容は“招待状”に記載します。 

9. 日本労務センターの判断により お申込みをお断りすることがあります。  

特定社会保険労務士    

モーニングセミナー申込ＱＲコード    


